
年頭のあいさつ 

タクシー産別労働運動の総力で「タクシー事業法」 

  を実現し、東洋労組の団結力で、 

     「労働者負担の撤廃」を実現しよう！ 

執行委員長代行 菊池 るみ 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

２
０
１
３
年
は
、
重
大
な
政
策
課
題
と
し
て
２
年
間

に
渡
り
要
求
し
続
け
て
き
た
「タ
ク
シ
ー
事
業
法
」の

制
定
を
目
指
す
年
で
あ
り
、
東
洋
交
通
に
お
い
て
は

「全
て
の
労
働
者
負
担
の
撤
廃
」を
目
指
す
重
要
な

年
で
す
。 

 

年
末
の
衆
議
院
総
選
挙
で
の
「民
主
党
の
大
敗
、
自

民
党
の
大
勝
に
よ
る
政
権
交
代
」に
よ
っ
て
、
労
働
者

と
労
働
組
合
運
動
に
と
っ
て
は
厳
し
い
情
勢
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

「タ
ク
シ
ー
事
業
法
」を
制
定
さ
せ
る
に
は
、
厳
し
い

情
勢
を
打
開
す
る
行
動
が
必
要
で
す
。
そ
の
第
一

は
、
東
京
で
８
組
織
に
分
か
れ
て
行
動
し
て
い
る
タ
ク

シ
ー
産
別
労
働
組
織
を
「タ
ク
シ
ー
事
業
法
の
制
定
」

の
一
点
で
共
闘
す
る
事
が
必
要
で
す
。 

第
二
は
、
利
用
者
と
世
論
に
、
「安
全
・安
心
」を

担
保
す
る
に
は
「タ
ク
シ
ー
事
業
法
制
定
が
必
要
」で

あ
る
事
を
訴
え
る
活
動
で
す
。
景
気
の
落
ち
込
み
に

よ
っ
て
、
利
用
者
が
減
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

適
正
台
数
以
上
の
タ
ク
シ
ー
が
稼
働
し
、
乗
務
員
間

の
競
争
と
焦
り
が
「事
故
・違
反
」を
多
発
さ
せ
て
い

ま
す
。
利
用
者
に
と
っ
て
は
「安
く
、
い
つ
で
も
乗
れ

る
」事
が
都
合
が
良
い
が
、
そ
の
様
な
状
況
が
「安
全
・

安
心
」を
脅
か
し
て
い
る
事
を
理
解
し
て
貰
う
事
が

必
要
で
す
。 

特
に
第
二
の
活
動
は
、
組
合
員
全
員
が
行
動
し
、

「ビ
ラ
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
布
」し
、
「署
名
を
集
め
」利

用
者
と
社
会
に
「タ
ク
シ
ー
事
業
法
」が
「安
全
・安

心
」の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う

重
要
な
活
動
で
す
。 

労
働
側
・経
営
側
・政
治
・行
政
も
含
め
て
安
全
・

安
心
の
為
に
、
「新
た
な
規
制
」を
実
現
す
る
方
向
で

動
き
、
「需
給
調
整
」「同
一
地
域
・同
一
運
賃
」「賃

金
・労
働
条
件
の
改
善
」の
実
現
の
為
に
、
「道
路
運

送
法
」の
改
正
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
自
民
党
への
政

権
交
代
と
い
う
「厳
し
い
情
勢
」の
中
で
、
「賃
金
・労

働
条
件
の
改
善
」を
「法
案
」に
明
記
さ
せ
る
た
め
に

も
、
労
働
組
合
と
労
働
者
自
身
の
積
極
的
な
活
動
が

必
要
で
す
。 

組
合
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 
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実
現
し
よ
う
！ 

  

２
０
０
８
年
の
春
闘
に
、
「
未
収
分
５
％
の
労
働

者
負
担
の
撤
廃
」を
要
求
し
て
か
ら
、
６
度
目
の

春
闘
に
な
り
ま
す
。
２
０
１
２
春
闘
で
は
「タ
ク

シ
ー
事
業
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
は
真
剣
に

協
議
を
す
る
」と
の
口
頭
の
回
答
は
あ
り
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
実
質
の
前
進
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

今
年
こ
そ
、
団
結
し
た
組
織
的
行
動
力
で
、
「未

収
金
５
％
の
労
働
者
負
担
」
を
撤
廃
し
ま
し
ょ

う
。 

 

２
０
１
２
年
３
月
に
「民
主
党
タ
ク
シ
ー
議
員
連

盟
」が
公
表
し
た
「タ
ク
シ
ー
事
業
法
（案
）要
綱
」

の
「第
４
３
条 

運
転
者
の
負
担
に
関
す
る
規
定
」

で
は
、
「・・事
業
者
は
、
・・・
そ
の
事
業
を
営
む
上

で
通
常
負
担
す
る
経
費
を
事
業
用
自
動
車
の
運

転
手
に
負
担
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
」と
明
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
８
月
に
公
表
さ
れ
た
自
民
党

の
「タ
ク
シ
ー
適
正
化
特
措
法
の
改
正
案
」に
は
労

働
問
題
の
条
文
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
１
１

月
に
公
表
さ
れ
た
国
土
交
通
省
の
「民
主
党
案
」

と
「自
民
党
案
」で
は
、
「賃
金
と
労
働
者
負
担
」へ

の
規
制
項
目
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
事

は
労
働
側
に
と
っ
て
若
干
の
追
い
風
で
す
が
、

個
々
の
経
営
者
は
賃
金
の
引
き
上
げ
を
望
ん
で
い

な
い
の
で
、
「労
働
者
負
担
は
撤
廃
」す
る
が
「賃

金
組
み
替
え
＝
賃
率
の
維
持
」を
必
ず
策
し
て
き

ま
す
。 

 

賃
金
は
、
３
０
年
前
の
水
準
に
落
ち
込
ん
で
い
ま

す
。
東
洋
交
通
で
の
労
働
者
負
担
は
、
１
人
当
た

り
年
間
平
均
１
１
万
５
千
円
（２
０
１
１
年
実
績
）

に
な
っ
て
い
ま
す
。
「未
収
金
５
％
の
労
働
者
負
担

を
撤
廃
」す
れ
ば
、
実
質
賃
上
げ
に
な
り
ま
す
。

是
非
と
も
、
全
員
の
力
で
「
労
働
者
負
担
の
撤
廃
」

を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。 

 

今
年
一
年
、
組
合
員
の
皆
様
と
ご
家
族
の
無
事

故
と
健
康
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。 

 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

安
全･

サ
ー
ビ
ス
強
化
実
施
中
！  

  

公
共
交
通
機
関
と
し
て
、
タ
ク
シ
ー
は
「
安
全･

安
心
」
と
「
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
」
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

世
論
に
安
全
と
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
訴
え
る
た

め
、
東
京
ハ
イ
タ
ク
労
働
六
団
体
は
例
年
同
様
、
今

年
も
「
安
全･

サ
ー
ビ
ス
強
化
運
動
」
を
実
施
を
し

て
い
ま
す
。 

 

そ
の
一
環
と
し
て
「
年
始
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
の
配
布

を
行
な
い
ま
す
。 

 

私
達
の
賃
金･

労
働
条
件
を
改
善
す
る
「
タ
ク

シ
ー
事
業
法
」
を
今
年
中
に
制
定
す
る
た
め
の
世
論

作
り
と
し
て
、
利
用
者
の
方
々
に
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配

布
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

東
京
ハ
イ
タ
ク
労
働
６
団
体 

 

テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
布
に
ご
協
力
を
！ 

ご乗車頂いたお客様へ 

         お渡しください 


